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国
民
年
金
の
保
険
料
に
は
、
一
定

期
間
の
保
険
料
を
ま
と
め
て
納
め
る

こ
と
が
で
き
る
前
納
制
度
が
あ
り
ま

す
。
前
納
す
る
と
保
険
料
が
割
引
に

な
り
ま
す
。

現
金
で
の
納
付
を
希
望
す
る
人

は
、「
国
民
年
金
保
険
料
納
付
案
内

書
」
に
付
い
て
い
る
「
下
期
」
の
納

付
書
（
平
成
22
年
10
月
〜
平
成
23
年

３
月
の
６
ヵ
月
分
を
ま
と
め
て
納
付

す
る
と
き
に
使
用
）
に
よ
り
、
平
成

22
年
11
月
１
日
ま
で
に
納
め
て
く
だ

さ
い
。

ま
た
、
口
座
振
替
で
６
ヵ
月
分
の

保
険
料
を
前
納
す
る
と
、
さ
ら
に
お

得
で
す
。
口
座
振
替
で
保
険
料
の
前

納
を
希
望
す
る
人
は
、
８
月
末
日
ま

で
に
金
融
機
関
ま
た
は
年
金
事
務
所

へ
お
申
出
く
だ
さ
い
。
お
申
出
の
際

に
は
、
①
預
貯
金
通
帳
、
②
預
貯
金

通
帳
届
出
印
、
③
基
礎
年
金
番
号
が

わ
か
る
も
の
（
年
金
手
帳
、
国
民
年

金
保
険
料
納
付
書
な
ど
）
を
ご
持
参

く
だ
さ
い
。

な
お
、
保
険
料
を
前
納
し
た
期
間

中
に
、
就
職
し
て
厚
生
年
金
に
加
入

す
る
な
ど
の
理
由
に
よ
り
国
民
年
金

保
険
料
を
納
め
る
必
要
が
な
く
な
っ

た
場
合
に
は
、
そ
れ
以
降
の
期
間
の

保
険
料
は
還
付
さ
れ
ま
す
。

※
６
ヵ
月
分
の
保
険
料
を
前
納
す
る

場
合
の
割
引
額
は
次
の
と
お
り
で

す
。詳

し
く
は
年
金
事
務
所
へ
お
問
合

せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先

渋
川
年
金
事
務
所

国
民
年
金
課
牲
22
・
１
６
０
７

年

金

口
座
振
替
が
お
得
で
す

国
民
年
金
保
険
料
の
下
期
を
前
納
で
き
ま
す

・
願
い
は
ひ
と
つ
健
康
家
庭

・
良
い
汗
か
い
て
健
康
づ
く
り

・
な
ん
で
も
食
べ
て
元
気
な
体

▼
応
募
点
数

一
人
１
点
と
し
、
自

分
で
創
作
し
た
未
発
表
の
作
品
。

▼
応
募
先

役
場
健
康
福
祉
課
保
険

室
ま
た
は
群
馬
県
国
民
健
康
保
険
団

体
連
合
会

▼
応
募
締
切

９
月
17
日
（
金
）

▼
著
作
権

入
選
作
品
の
著
作
権

は
、
主
催
者
に
移
転
し
ま
す
。

▼
応
募
上
の
注
意

応
募
作
品
の
裏

面
右
下
に
、
氏
名
（
ふ
り
が
な
）、

年
齢
、
性
別
、
学
校
名
お
よ
び
学
年

を
記
入
。

▼
問
合
せ
先

群
馬
県
国
民
健
康
保

険
団
体
連
合
会
事
業
企
画
課

牲
０
２
７
・
２
９
０
・
１
３
２
５

募

集

国
民
健
康
保
険

健
康
ポ
ス
タ
ー
コ
ン
ク
ー
ル
作
品
募
集

国
民
健
康
保
険
で
は
、
県
内
の
小

学
生
お
よ
び
中
学
生
を
対
象
と
し
た

健
康
ポ
ス
タ
ー
を
募
集
し
て
い
ま

す
。

▼
応
募
資
格

県
内
在
住
・
在
学
の

小
学
生
お
よ
び
中
学
生

▼
用
紙

四
つ
切
（
縦
54
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
×
横
38
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）

で
、
紙
質
は
自
由
。
な
お
、
用
紙
の

使
用
方
法
は
縦
横
ど
ち
ら
で
も
可
。

▼
手
法
お
よ
び
色
彩

自
由

▼
図
案

標
語
例
の
よ
う
に
健
康
づ

く
り
を
題
材
と
し
て
考
え
た
標
語
と

標
語
に
合
う
図
案
。
な
お
、
標
語
は

オ
リ
ジ
ナ
ル
で
も
標
語
例
を
そ
の
ま

ま
使
っ
て
も
可
。

▼
標
語
例

・
自
分
で
つ
く
ろ
う
自
分
の
健
康

口座振替で
前納する場合

現金で
前納する場合

毎月現金で
納める場合

89,570円
（1,030円割引）

89,860円
（740円割引）

90,600円
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町
で
は
、
第
５
次
吉
岡
町
総
合
計

画
基
本
構
想
骨
格
案
の
策
定
を
行
い

ま
し
た
。
総
合
計
画
は
10
年
間
と
い

う
長
期
計
画
で
あ
り
、
町
の
最
上
位

計
画
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

計
画
策
定
に
お
い
て
、
町
民
の
皆

さ
ま
か
ら
幅
広
い
意
見
を
い
た
だ
く

た
め
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実

施
し
ま
す
。

▼
期
間

８
月
20
日
（
金
）
ま
で

▼
提
出
方
法

氏
名
ま
た
は
名
称
、

ご
住
所
、電
話
番
号
を
明
記
の
う
え
、

郵
便
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
電
子
メ
ー
ル
な
ど

記
録
と
し
て
残
る
方
式
で
ご
提
出
く

だ
さ
い
。

▼
閲
覧
場
所

役
場
総
務
政
策
課
政

策
室
窓
口
（
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。）

※
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
と
は

町
で
定
め
る
基
本
的
な
計
画
や
施
策

の
立
案
に
当
た
り
、
町
民
の
皆
さ
ん

に
事
前
に
内
容
ま
た
は
素
案
を
公
表

し
て
意
見
を
求
め
、
ご
提
出
い
た
だ

い
た
意
見
を
踏
ま
え
な
が
ら
町
の
最

終
意
思
を
決
定
す
る
制
度
。

▼
問
合
せ
先

役
場
総
務
政
策
課
政

策
室
牲
54
・
３
１
１
１
（
内
線
１
２

７
）
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７
月
１
日
付
で
石
関
義
雄
さ
ん

（
南
下
）
が
人
権
擁
護
委
員
に
任
命

さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
小
林
治
克
さ
ん
（
小
倉
）

が
任
期
満
了
に
よ
り
退
任
と
な
り
ま

し
た
。
長
年
に
わ
た
り
ご
活
躍
い
た

だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

人
権
擁
護
委
員
の
主
な
仕
事
は
、

地
域
の
皆
さ
ん
か
ら
人
権
相
談
を
受

け
た
り
、
人
権
に
つ
い
て
広
く
関
心

を
持
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
啓
発
活

動
を
行
っ
た
り
す
る
こ
と
で
す
。
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

今月の納税
住民税・・・・・・・２期
国民健康保険税・・・２期
介護保険料・・・・・２期
後期高齢保険料・・・２期

便利で確実な口座振替も利
用できます

納期限　８月31日(火)
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株
式
会
社
エ
ヌ
シ
ー
ぐ
ん
ま

(

群

馬
県
前
橋
市)

が
破
産
手
続
開
始
の

決
定
を
受
け
た
た
め
、
使
用
で
き
な

く
な
っ
た
同
社
発
行
の
商
品
券
を
お

持
ち
の
人
は
、
前
払
式
証
票
の
規
制

等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
同
社
が

供
託
し
た
発
行
保
証
金
か
ら
還
付
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
還

付
を
希
望
す
る
人
は
権
利
の
申
出
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
出
受
付
期
間

８
月
31
日(

火)

ま
で

【
郵
送
で
の
申
出
の
場
合
の
受
付
場

所
・
照
会
先
】

関
東
財
務
局
理
財
部
金
融
監
督
第
５

課
（
〒
３
３
０
ー
９
７
１
６

埼
玉
県

さ
い
た
ま
市
中
央
区
新
都
心
１
ー
１

さ
い
た
ま
新
都
心
合
同
庁
舎
１
号

館
）
牲
０
４
８
・
６
０
０
・
１
１
５

２【
直
接
申
出
の
場
合
の
受
付
場
所
・

照
会
先
】

▼
受
付
場
所

前
橋
財
務
事
務
所
理

財
課
（
前
橋
市
大
手
町
２
ー
10
ー
５

前
橋
地
方
合
同
庁
舎
）
牲
０
２
７
・

２
２
１
・
４
４
９
１

▼
受
付
時
間

午
前
９
時
〜
午
後
５

時
※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

※
申
出
に
は
所
定
の
申
出
書
、
商
品

券
な
ど
が
必
要
で
す
。
具
体
的
な
申

出
方
法
に
つ
い
て
は
照
会
先
に
お
問

合
せ
く
だ
さ
い
。

▼
注
意
事
項

１.

申
出
受
付
期
間
経
過
後
の
受
付

は
、
一
切
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

２.

発
行
保
証
金
か
ら
の
還
付
は
、

申
出
金
額
未
満
と
な
り
ま
す
。

①
株
式
会
社
エ
ヌ
シ
ー
ぐ
ん
ま
が
法

令
に
基
づ
き
供
託
し
た
発
行
保
証
金

の
範
囲
内
で
還
付
を
し
ま
す
。

②
還
付
手
続
き
に
必
要
な
官
報
公
示

費
用
な
ど
は
、
法
令
に
よ
り
還
付
を

受
け
る
人
の
負
担
と
な
り
ま
す
の

で
、
こ
の
費
用
を
差
し
引
い
た
金
額

が
最
終
的
に
受
け
取
る
金
額
（
還
付

金
額
）
と
な
り
ま
す
。
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